
はじめに 

 過労死が起きてから対処するのではなく、スト

レス・疲労・健康管理を予防措置として政府‐企

業‐労働者連携で組織的にとりこむという労務管

理手法は世界的な常識となっている。しかし、日

本の航空業界、とりわけ客室乗務員の労働環境

実態を垣間見ると、既存の健康予防システムは

十分に機能してこなかったように見える。アフ

ターコロナを見据えた上でも、労働者個々にス

ピードある連携対応をする必要がある。 

 客室乗務員を取り巻く法規定のうち、健康予防

管理は機能しているのか？について類推する。

また客室乗務員の抱える諸問題を解決するため

に実現可能な事を提案する。 

 

１.客室乗務員の健康にかかわる法規定を俯瞰

する 

 労働組合が労働安全衛生法に関わる活動をし

ているのか？は疑問 ［図１ 参照］ 

 

２．航空業界国際基準と過労死認定基

準に共通する概念と労働負荷を抽出

する 

 殆ど全ての就労様態因子&ワーク

ロ ー ド は 客 室 乗 務 員 に 該 当 す る  

［図２ 参照］ 

客室乗務員のストレスと疲労 マトリックスからの一考察 
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３．ストレス・疲労から過労死に至るまの流れの中

で、実現可能な予防手段を確認する 

 疲労回復に必要な十分な睡眠と会社連携での

サポートがあるのか？ ［図３ 参照］ 

 ワークエンゲージメントではなくワークライフバ

ランス尺度で労働安全衛生対策をしているの

か？ ［図４ 参照］ 

 

【まとめと提案】 

・Covid-19期間での特別業務と経済困難は客室

乗務員の心身不調に影響を及ぼしている。 

・個々の客室乗務員は”疲労レポート“を活用す

るべし 

・安全衛生委員会では、ワクチン接種以外のメン

タルサポート推進不可欠 

・経済困難解消のためには、乗務手当補償の見

直しが必要 

・特別業務についての拘束時間とそれに基づく

評価方法を見直す 
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